
遺言書情報証明書の交付の請求方法

請求人 法定相続人、遺言書に記載された受遺者及び遺言執行者
（以下合わせて、「関係相続人等」という。）

※請求は、遺言者の死亡後に限ります。
※任意代理は認められていません。

請求できる
遺言書保管所

全国すべての遺言書保管所

必要書類

関係遺言書保管通知 を受領していない場合は、以下のとおり。

①遺言書情報証明書の交付請求書
（１通：1,400円／収入印紙）

②法定相続情報一覧図の写し
（法定相続人全員の住所記載あり／発行日から３か月以内のもの）

③受取方法に応じて、以下の書類が必要です。
【窓口での受取】

請求人の顔写真付き官公署発行の身分証明書（有効期限内のもの）
【郵便での受取】

請求人の住所氏名を記載した返信用封筒（切手要）
④請求人に応じて、以下の追加書類が必要です。
【受遺者、遺言執行者が請求人となる場合】

請求人の住民票
【法人が請求人となる場合】

法人の登記事項証明書（発行日から３か月以内のもの）
【法定代理人が請求する場合】

親権者・・・戸籍謄本
（発行日から３か月以内のもの）

後見人等・・登記事項証明書
（発行日から３か月以内のもの）等

窓口での受取を希望される場合は、予約が必要です。
❶法務局手続案内予約サービスの専用ＨＰ≫
❷窓口・電話による予約
手続を行う法務局（遺言書保管所）に窓口または電話でお申し込みください。
※受付時間は平日８時３０分から１７時１５分まで
（土・日・祝日・年末年始は除く。）
※電話番号・所在地はこちら≫
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具体例は
こちら≫

関係遺言書
保管通知の
詳細は
こちら≫

関係遺言書保管通知 を受領した場合は、こちら≫

②がない場合でも以下の❶～❸のすべてがあれば請求できます。
❶遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）
謄本

❷相続人全員の戸籍謄本（発行日が遺言者死亡後のもの）
※相続人であることが確認できる戸籍が必要です。

❸相続人全員の住民票（発行日から３か月以内のもの）

https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/gazou22-1.pdf
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/gazou22-2.pdf
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/tuutigatodoitatokiha.html
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/oosakahunaiyuigonsyohokanjoitiran.pdf

